
証券コード：5935

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（開場：午前９時30分）

神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21 
湘南台イーストプラザ（湘南台駅
東口より徒歩２分）
元旦ビューティ工業株式会社
本社 ６階 会議室

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　 監査役１名選任の件
第４号議案　 舩木清子氏への退職慰労金贈呈の件

決議事項

第53回

定時株主総会
招集ご通知
2022年4月1日～2023年3月31日

日時

場所
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証券コード5935
2023年６月14日

（電子提供措置の開始日2023年６月7日）
株 主 各 位

神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21

代表取締役社長 加 藤 誠 悟

第53回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第53回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第53回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.gantan.co.jp/ir

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。下記
ウェブサイトにアクセスして当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR
情報」を順に選択の上、ご覧ください。

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合には、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する
参考書類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、
折り返しご返送くださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時
２. 場 所 神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21

湘南台イーストプラザ（湘南台駅東口より徒歩２分）
元旦ビューティ工業株式会社 本社 ６階 会議室

３. 目的事項
報告事項 第53期（2022年４月１日から2023年３月31日まで)

事業報告並びに計算書類の内容報告の件
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決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 舩木清子氏への退職慰労金贈呈の件
各議案の概要は「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」（3頁から11頁まで）に記

載のとおりであります。
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、各ウェブサイトにおいて修正内容を掲載させていただきます。
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者
元 旦 ビ ュ ー テ ィ 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 加 藤 誠 悟

２．議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、企業体質の強化及び新たな事業展開のための内部留保

の充実を図るとともに株主の皆様への利益還元にあたっては、中長期的な見通しに立っ
た投資計画、キャッシュ・フロー及び財務体質等を総合的に判断して安定的な配当に努
めてまいります。なお、当事業年度につきましては業績等を勘案し、下記のとおりとい
たしたいと存じます。
①配当財産の種類
金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 200円 総額153,376,000円

③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
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第２号議案 取締役6名選任の件
取締役舩木元旦、加藤誠悟、岡部竜司、舩木亮亮、南元一の５名は本総会終結の時を

もって任期満了となりますので、新たに取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

【参考】候補者一覧
氏 名 新任・再任・社外 現在の地位及び担当

舩 木 元 旦
ふな き もと かつ

再任 代表取締役会長

加 藤 誠 悟
か とう せい ご

再任 代表取締役社長

舩 木 亮 亮
ふな き あき ふさ

再任 取締役相談役

舩 木 淳 子
ふな き あつ こ

新任 総務部長

田 中 豪 治
た なか こう じ

新任 執行役員 営業本部長兼販売促進部長兼
特販・海外事業部長

山 下 和 哉
やま した かず や 新任

社外
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舩 木 元 旦
ふな き もと かつ

再任

（1942年１月１日生） 候補者の有する当社株式数 198,620株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
1965 年 ４ 月個人にて舩木板金工業を創業
1971 年 ４ 月舩木鉄板株式会社（現元旦ビューティ

工業株式会社）設立
代表取締役社長

2009 年 ６ 月当社代表取締役会長

2014 年 ６ 月当社代表取締役社長
2016 年 ４ 月当社代表取締役会長
2017 年 ６ 月当社取締役会長
2022 年 ４ 月当社代表取締役会長兼社長
2023 年 4 月当社代表取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由
舩木元旦氏は創業者であり、代表取締役として豊富な経験と実績に基づく指導力と決断力を

もって強固な経営基盤を築いてまいりました。また、特許製品の開発においては、現在でもリ
ーダーシップを発揮しております。以上の事から今後も経営に関する管理・監督を適切に遂行
できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。

加 藤 誠 悟
か とう せい ご

再任

（1966年９月１日生） 候補者の有する当社株式数 300株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
1991 年 ７ 月当社入社
2011 年 ４ 月当社執行役員中四国支店長
2015 年 ６ 月当社執行役員営業副本部長兼大阪支店

長
2016 年 ４ 月当社執行役員営業本部長
2016 年 ６ 月当社取締役執行役員営業本部長
2017 年 ３ 月当社取締役執行役員営業本部長兼生

産・技術本部長兼特販部長兼生産調達
部長兼技術部長

2017 年 ４ 月当社常務取締役執行役員営業本部長
2018 年 10月当社専務取締役執行役員営業本部長兼

特販グループ長

2019 年 ４ 月当社代表取締役専務取締役営業本部長
兼管理本部長兼特販グループ長

2020 年 ４ 月当社代表取締役副社長営業本部長兼特
販グループ長

2020 年 10月当社取締役副社長営業本部長兼特販グ
ループ長

2021 年 ４ 月当社取締役副社長営業本部長兼特販部
長兼販売促進部長

2022 年 ４ 月当社取締役副社長営業本部長兼特販事
業推進部長兼販売促進部長

2023 年 4 月当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由
加藤誠悟氏は営業所長、支店長を歴任し2016年より営業本部長の業務に携わり戦略の立案と

マネジメントにおいて高い実績を上げてまいりました。2023年4月に代表取締役に就任し業容
拡大を目指す長期ビジョンの推進を担うとともに経営戦略の立案等、業務執行最高責任者とし
て適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。
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舩 木 亮 亮
ふな き あき ふさ

再任

（1970年５月14日生） 候補者の有する当社株式数 14,780株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
2001 年 10月当社入社 イオン事業部次長
2001 年 11月当社第三営業本部長兼イオン事業部長
2004 年 ７ 月当社執行役員第二営業本部長
2005 年 ４ 月当社執行役員営業本部長
2005 年 ６ 月当社専務取締役営業本部長
2009 年 ６ 月当社代表取締役社長兼海外事業部長

2014 年 ６ 月当社取締役会長
2016 年 ４ 月当社代表取締役社長
2016 年 ６ 月当社代表取締役社長兼統括執行役員
2019 年 ４ 月当社代表取締役社長
2022 年 ４ 月当社取締役相談役（現任）

取締役候補者とした理由
舩木亮亮氏は長年にわたり当社代表取締役を務め、グローバルな視点で強いリーダーシップ

を発揮し、高い実績を上げてまいりました。業務執行最高責任者の経験を活かし、経営に関す
る監督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者としました。

舩 木 淳 子
ふな き あつ こ

新任

（1971年11月17日生） 候補者の有する当社株式数 2,880株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
1994 年 ４ 月当社入社 企画室
2000 年 9 月舩木商事有限会社入社
2015 年 10月元日マテール株式会社入社
2022 年 9 月当社入社 総務部長（現任）

取締役候補者とした理由
舩木淳子氏は、総務部長としての任務を通じて当社の事業活動に関して高度な知識を有して

おり、職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者としました。
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田 中 豪 治
た なか こう じ

新任

（1971年11月7日生） 候補者の有する当社株式数 － 株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
1994 年 ４ 月当社入社
2008 年 4 月当社大阪営業所長
2010 年 4 月当社大阪支店長代理
2013 年 4 月当社大阪支店長

2015 年 4 月当社九州支店長
2022 年 4 月当社営業副本部長
2023 年 4 月当社執行役員 営業本部長兼販売促進

部長兼 特販・海外事業部長（現任）

取締役候補者とした理由
田中豪治氏は、大阪支店長、九州支店長、営業副本部長として当社の営業業務全般に精通し、

販売計画の達成に大きく寄与したことから、今後の当社営業戦略を牽引できるものと判断し、
取締役候補者としました。

山 下 和 哉
やま した かず や

新任 社外

（1987年3月21日生） 候補者の有する当社株式数 － 株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
2010 年 4 月弁護士法人東町法律事務所入所
2020 年 12月弁護士法人東町法律事務所パートナ

ー就任（現任）
2021 年 12月法務省民事局調査員（現任）
2022 年 4 月法制審議会 商法（船荷証券関係）

部会関係官（現任）

社外取締役候補者とした理由
山下和哉氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、弁護士として企業法務に携わってい

るだけでなく、法務省民事局調査員、法制審議会商法部会関係官に従事しており、高度な専門
的知識を有していることから、有用な意見をいただくことを期待するためであります。
同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが企業法務の分野を専門とする
弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切
に遂行することができるものと判断しました。

（注）１．各取締役候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
２．山下和哉氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役としての独立性及び社外取締役との損害賠償に関する責任限定契約について
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（1）社外取締役候補者の独立性について
① 山下和哉氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるも
のを除く。）となったことはありません。

② 山下和哉氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報
酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

③ 山下和哉氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを
除く。）の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

④ 山下和哉氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利
義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

⑤ 山下和哉氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

（2）社外取締役候補者との損害賠償に関する責任限定契約について
山下和哉氏の選任が承認された場合、同氏と会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条第
１項に定める額を限度とする旨の損害賠償に関する責任限定契約を締結する予定であります。
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当社経営における取締役及び監査役のスキルマトリックス
氏 名 役職 技術

開発 生産 営業 財務
会計

労務
人材開発

法務
コンプライアンス

舩木元旦 代表取締役会長 ● ● ●

加藤誠悟 代表取締役社長 ● ● ●

舩木亮亮 取締役相談役 ● ●

舩木淳子 取締役 ● ●

田中豪治 取締役執行役員 ● ●

山下和哉 社外取締役 ● ●

岡部竜司 常勤監査役 ● ●

堀内明 常勤監査役 ● ●

殿木輝 社外監査役 ● ●

岸井幸生 社外監査役 ● ●
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第３号議案 監査役１名選任の件
新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりでございます。

岡部竜司
おか べ りゅう じ 新任

（1962年9月12日生） 候補者の有する当社株式数 2,350株

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
1985 年 ２ 月当社入社
1997 年 ４ 月当社藤沢支店長
1998 年 ３ 月当社神奈川支店長
2008 年 ４ 月当社執行役員東京支店長
2013 年 ４ 月当社執行役員営業本部東日本統括
2015 年 ６ 月当社執行役員営業本部副本部長兼東日

本地区管掌兼工務部管掌

2016 年 ４ 月当社執行役員営業本部副本部長
2018 年 ６ 月当社取締役執行役員営業本部副本部長
2019 年 ４ 月当社取締役営業本部副本部長
2021 年 ４ 月当社取締役営業本部副本部長兼営業部

長
2022 年 4 月当社取締役（現任）
2022 年 9 月当社取締役兼住宅建材リフォーム部長

監査役候補者とした理由
岡部竜司氏は長年にわたって当社業務に携わったことで培われた幅広い高度な知見と豊富な

経験により経営の監視や適切な助言を行うものと判断し、監査役候補者としました。
（注）１．岡部竜司氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．岡部竜司氏の選任が承認された場合、同氏と会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条第１
項に定める額を限度とする旨の損害賠償に関する責任限定契約を締結する予定であります。
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第4号議案 舩木清子氏への退職慰労金贈呈の件
舩木清子氏は、2022年4月10日をもって顧問を退任されました。舩木清子氏は1965

年4月に現・代表取締役会長 舩木元旦氏と夫婦二人で当社を創業し、57年間にもわたり
幾多の困難を乗り越え今日の元旦ビューティ工業株式会社の基盤を構築されました。そ
の在任中の多大な功労に報いるため、当社の一定基準に従い相当額の範囲内で退職慰労
金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任い
ただきたいと存じます。
退職慰労金の贈呈を相当とする理由は当社の業績向上及び企業価値の向上に尽力した

ためであります。
舩木清子氏の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略歴

舩
ふな
木
き

清子
きよ こ

1965年4月 創業
1981年4月 当社専務取締役
2005年6月 当社顧問
2022年4月 退任

以 上

2023年06月13日 11時38分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 12 ―

事 業 報 告

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

Ⅰ． 会社の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当事業年度の日本経済は、引き続きロシア・ウクライナ情勢の影響による資源高や世界的
な金融引き締めを主な要因とした過度な円安の進行で様々な物価が上昇基調となりました。
このような環境下、当社の経営成績は、市場の資源や燃料の価格上昇、原材料、施工費の高
騰により原価率の上昇は生じたものの、屋根上から天井が施工でき音響、断熱、意匠に優れ
た「PASTEM-2」や高い機能や意匠性の高い「元旦内樋」など他社にはない技術製品の拡販
や、顧客ニーズを満たす提案営業の徹底等の販売努力で収益性の改善に努め製品販売は順調
に推移しました。
工事受注につきましては、工事着工前に徹底した原価・工程の会議を行い、工事原価の低

減に努めました。また、比較的順調に工事が推移した現場が多く、進ちょく工事の売上を延
ばすことができました。
この結果、当事業年度の売上高は13,662百万円（前年同期比21.7％増）となり、その内

訳は製品売上高が7,916百万円（前年同期比26.7％増）、完成工事高(進捗工事も含む)が
5,745百万円（前年同期比15.3％増）となりました。
損益面におきましては、営業利益は855百万円（前年同期の営業利益は304百万円）、経

常利益は881百万円（前年同期の経常利益は302百万円）、課税所得増加で発生した未払事
業税の増加等による法人税等調整額△71百万円となり、当期純利益は610百万円（前年同
期の当期純利益169百万円）となりました。

売上高 136 億 62 百万円 （前年同期比 121.7 ％ ）

営業利益 8 億 55 百万円 （前年同期比 281.0 ％ ）

経常利益 8 億 81 百万円 （前年同期比 291.3 ％ ）

当期純利益 6 億 10 百万円 （前年同期比 359.1 ％ ）
２．設備投資等の状況

当期の設備投資の総額は65百万円であり、主に生産品目拡大のための機械装置を中心に
実施しました。
３．資金調達等の状況

当期の必要資金につきましては、自己資金及び銀行からの借入金にて賄っております。
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総資産
純資産

千円

千円
千円

売上高

第53期
（当期）

2022年度
第51期
2020年度

第52期
2021年度

第53期
（当期）

2022年度
第51期
2020年度

第52期
2021年度

経常利益 千円

１株当たり当期純利益 円

第53期
（当期）

2022年度
第51期
2020年度

第52期
2021年度

第53期
（当期）

2022年度
第51期
2020年度

第52期
2021年度

0

（千円）

0

10,000,000

5,000,000

（円）

100

200

（千円）

12,000,000

6,000,000

（千円）

400,000

800,000

00

12,293,907

9,067,391

337,772

63.38

11,224,094

9,237,956

4,493,0254,493,025 4,677,9834,677,983

302,437

44.31

13,662,637

10,282,927

5,240,9505,240,950

881,032

159.19

13,662,637

5,240,950
10,282,927

881,032

159.19

４．財産及び損益の推移

区 分
第50期

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

第51期
( 2020年４月１日から

2021年３月31日まで)
第52期

( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

第53期
(当期)

( 2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

売上高 （千円） 13,661,698 12,293,907 11,224,094 13,662,637
経常利益 （千円） 463,276 337,772 302,437 881,032
当期純利益 （千円） 358,697 243,088 169,973 610,449
１株当たり当期純利益 （円） 93.52 63.38 44.31 159.19
総資産 （千円） 9,943,637 9,067,391 9,237,956 10,282,927
純資産 （千円） 4,077,101 4,493,025 4,677,983 5,240,950

(注)当社は2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っております。第50期の期首に当該株式分割
が行われたものと仮定して1株当たり当期純利益を算定しております。

ご参考
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５．対処すべき課題
我が国を取り巻く経済環境は、為替相場の変動やウクライナ情勢の長期化を背景とした原

材料価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況にあります。
このような中、当事業年度は売上高、利益ともに期初見通しを大幅に達成することができ

ました。今後も、金属屋根製品の研究開発を強化し、新製品の開発及び販売、引き続き広告
宣伝活動に注力するとともに、多様化する屋根に求められるニーズを満たすことが可能な当
社独自の技術を提案することで、経済環境の変化に対応した経営体制の確立を進めてまいり
ます。
また、地球環境に配慮した製品にも積極的に取り組み、代理店会、施工元旦会、協力企業

の皆様と一丸となり、金属屋根及びその付帯製品の販売により社会貢献してまいります。

＜営業戦略＞
まず1つ目の課題として、当社の生命線である提案営業のより一層の強化です。お客様が

屋根に求めるニーズを高次元で実現するには、お客様との対話を深めることと、「屋根のプ
ロ」と呼ばれるような営業マンを一人でも多く育てる人材教育が重要です。2つ目の課題と
して、住宅、リフォーム市場の取り込みです。今年度は前年度実績より大幅増の25億円の
売上げ目標を掲げています。テレビ、ラジオCMなどの広告宣伝の強化により、前年度より
「元旦内樋」の問い合わせ、引き合いは非常に増えております。今年度は更にリフォームに
特化した製品の投入も計画しております。これらの製品を大掛かりな前面足場を組むことな
く、屋根、軒先の作業ができるスムースライド７７（旧名称:屋根作業安全装置）で施工す
る提案営業に取り組んでまいります。3つ目の課題として、当社が30年以上前から取り組ん
でいる太陽光発電関連分野の拡販です。屋根一体型のソーラーシステムは当社が先駆けであ
り、今も一番の技術力を有しています。屋根一体型のソーラーシステムの意匠性、高水密
性、耐風圧強度等、お客様のニーズに合わせた提案営業を行ってまいります。
また、当社の屋根にはすべて専用の太陽光取付金具があります。専用に設計されているの

で、非常に高強度です。更に、他社や汎用的な屋根材に取り付ける太陽光パネル取付金具
も、他社製品に比べ施工性、強度に優れます。このような製品の持つ技術を余すことなく伝
え、売上に繋げてまいります。

＜生産及び技術戦略＞
生産部門においては、原材料高騰の煽りをうけながらも、製造方法を見直すことによって

廃材の削減や資源の有効活用に、より一層注力し環境に優しく経済的な生産体制への取り組
みを行ってまいります。また、30年来のノウハウを生かして開発した太陽光パネル取付金
具の生産供給体制を拡充してまいります。技術部門では、住宅リフォームに対応する製品開
発・改良を中心に取り組んでまいります。その他建築物においても屋根上から直天井までの
高断熱・高機能一体型ソリューションを実現させ、省エネ効果を最大限に発揮する製品開発
を行ってまいります。
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＜内部管理体制の強化＞
東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準の適合に向け、未達となっている株主数

を達成するため、2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を実
施いたしました。
また、サステナビリティ推進委員会やリスク・コンプライアンス委員会を立ち上げ、事業

の持続可能性を追求することで利益を出して成長を続ける体質を目指すとともにコンプライ
アンス遵守の意識を強化してまいります。
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６．主要な事業内容（2023年３月31日現在）
（1）金属屋根製品等の製造販売及び設計施工の請負
（2）太陽光発電屋根、太陽光発電関連製品等の製造販売及び設計施工の請負
（3）シート防水屋根材の製造販売及び設計施工の請負
当社の主要製品
分 類 種 目 製 品 名

金 属 屋 根 製 品

横葺き屋根
元旦スプリングルーフ850、元旦スプリングルーフ800
元旦一文字Ｓ
ダンカクルーフ260、ダンツキルーフ182
ダンカクフリールーフ、ダンツキフリールーフ

縦葺き屋根
スフィンクスルーフ１・２・３・６型
元旦ＴＲＸ、元旦ＴＲＸ２・３・４・６型
ラジアールーフ、大和葺元旦

平滑葺き屋根 マッタラールーフ７・８型

金属成型瓦 本瓦棒元旦、本瓦棒元旦'84、本瓦棒元旦'17

折板屋根 ビューティルーフＬ-100・Ｌ-200、元旦折板Ｇ-160
バリヤルーフ

外壁（外装材） 元旦くろす50、元張Ⅱ

防水屋根 Ｐ＆Ｐステンレス防水
ジャバラルーフ（二重防水システム）

住宅屋根
断熱ビューティルーフ２型
ビューティルーフしがらみ、ラジアールーフ３型
元旦内樋、住宅換気棟
マッタラールーフ７型Ⅱ

その他屋根製品

シート防水屋根 サーナルーフ、元旦スチール防水

屋根付属製品 元旦トップライト、点検口、元旦システム排煙棟
元旦システム樋、元旦軒先システム、元旦内樋（大型建築用）

屋根下地材 元旦ユ鋼システム、元旦ボード、天井落下防止工法
ＰＡＳＴＥＭ-２

太陽光発電屋根 ノンシャドウソーラーⅢ
マッタラーソーラールーフⅢ

太陽光パネル架台 サンパステム、サンピカ
元旦ソーラーパネル取付金具、元旦ウイング

立体トラス テクノトラス
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７．主要な事業所及び工場（2023年３月31日現在）
本 社 神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21
東 北 支 店 北海道営業所、仙台営業所、盛岡営業所、福島営業所
東 京 支 店 東京営業所、千葉営業所、北関東営業所
神奈川支店 神奈川営業所、甲信営業所、新潟営業所
中 部 支 店 名古屋営業所、静岡営業所、北陸出張所
大 阪 支 店 大阪営業所、京都営業所
中四国支店 岡山営業所、広島営業所、四国営業所
九 州 支 店 福岡営業所、熊本営業所、沖縄出張所
工 場 福島工場、山梨第一工場、山梨第二工場、岡山工場
そ の 他 白州技術センター、住宅建材リフォーム部

８．従業員の状況（2023年３月31日現在）
従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

288名 （ 7名減 ） 43.3歳 13.3年

９．重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

10．主要な借入先（2023年３月31日現在）
借 入 先 当 期 末 借 入 金 残 高

株 式 会 社 横 浜 銀 行 700百万円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 200百万円
（注） 運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社横浜銀行及び株式会社商工組合中央金庫と貸出コミット

メント契約を締結しております。
当期末における貸出コミットメントに係る借入金実行残高等は、以下のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 3,000百万円
借入実行残高 900百万円
差引額 2,100百万円
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Ⅱ． 会社の株式に関する事項
１．株式の状況
（1）発行可能株式総数……………………………………………………… 2,916,000株
（2）発行済株式の総数………………………………………………………… 771,606株
（3）単元株式数……………………………………………………………………… 100株
（4）株主数…………………………………………………………………………… 414名
（5）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

舩 木 元 旦 198,620株 25.8％

全 国 元 旦 代 理 店 持 株 会 82,600 10.7

舩 木 商 事 有 限 会 社 72,400 9.4

舩 木 清 子 63,140 8.2

元 旦 取 引 先 持 株 会 34,250 4.4

元 旦 ビ ュ ー テ ィ 工 業 役 員 持 株 会 27,322 3.5

関 東 甲 信 越 元 旦 会 持 株 会 26,950 3.5

日 鉄 鋼 板 株 式 会 社 25,100 3.2

元 旦 ビ ュ ー テ ィ 工 業 従 業 員 持 株 会 19,274 2.5

株 式 会 社 横 浜 銀 行 16,500 2.1
(注1)2023年4月1日付けで普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っており、(1)発行可能株式総数は

11,664,000株増加し14,580,000株となっております。
(注2)2023年4月1日付けで普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っており、(2)発行済株式の総数

は3,086,424株増加し3,858,030株となっております。
(注3)(5)大株主数の持株比率については、小数点第二位以下を切り捨てて表示しております。

また、自己株式（4,726株）を控除して算出しております。

２．新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅲ． 会社役員に関する事項
１．取締役及び監査役の氏名等（2023年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長兼社長 舩 木 元 旦
取 締 役 副 社 長 加 藤 誠 悟 営業本部長 兼 特販事業推進部長 兼 販売促進部長
取 締 役 岡 部 竜 司 住宅建材リフォーム部長
取 締 役 相 談 役 舩 木 亮 亮

取 締 役 南 元 一
日本インシュアランスグループ株式会社
代表取締役会長
一般社団法人国際物流総合研究所
代表理事

常 勤 監 査 役 堀 内 明
監 査 役 殿 木 輝 公認会計士・税理士
監 査 役 岸 井 幸 生 公認会計士・税理士

（注）１．取締役 南元一氏は「会社法」第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、同氏は東京証券
取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２．監査役 殿木輝、岸井幸生の両氏は「会社法」第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、
両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり
ます。

３．監査役 殿木輝、岸井幸生の両氏は、公認会計士、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

２．責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第１項の責任につき、同法第

425条第１項に定める額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

３．取締役及び監査役の報酬等の額
（1）当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 額
取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

5名
（ 1名）

173,569千円
（ 3,600千円）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

3名
（2名）

10,560千円
（ 2,640千円）

合 計 8名 184,129千円
※当社は業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しておりません。
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（2）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決

定に関する方針（以下、決定方針）を決議しております。
① 決定方針の概要

取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責
を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

② 基本報酬（金銭報酬）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他

社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する
ものとします。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては代表取締役社長が取締役会の決議

及び決定方針と整合性を検討し決定していることから、取締役会はその内容が決定方針
に沿うものと判断しております。

（3）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、1992年６月25日開催の第22回定時株主総会において年額

300,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での取締
役の員数は７名であります。
また、監査役の報酬の額は、1992年６月25日開催の第22回定時株主総会において年

額30,000千円以内と決議されております。なお、第22回定時株主総会終結時点での監査
役の員数は３名であります。

（4）取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼社長 舩木元旦が

具体的な内容の決定につき委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額
と評価配分とします。委任した理由は、代表取締役社長という立場が当社では各部門を統
括するものであり、各取締役の職責を評価するには最も適していると判断したためであり
ます。

４．社外役員に関する事項
（1）他の法人等の業務執行者との重要な兼任状況

社外取締役 南元一氏は日本インシュアランスグループ株式会社代表取締役会長及び一
般社団法人国際物流総合研究所代表理事を兼任しております。当社と兼任先との間には特
別の利害関係を生じさせる重要性はありません。

（2）他の法人等の社外役員との重要な兼任状況
該当事項はありません。

（3）主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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（4）取締役会等への出席状況及び発言状況等

区分 氏名 主な活動状況及び社外役員が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 南 元一
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、他の会社の役員として
培われた専門的な知識・経験を、当社の経営に基づいた意見を述べておりま
す。

社外監査役 殿木 輝
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、監査役会14回のうち
14回に出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的見地に基づき必要な発
言を適宜行っております。

社外監査役 岸井幸生
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、監査役会14回のうち
14回に出席し、主に公認会計士、税理士としての専門的見地から、必要に応
じ、意見を述べております。

※社外取締役の南元一氏は取締役会では専門的かつ中立的な立場から監督、助言を行うなど、積極的に意見を述
べ、意思決定、業務執行の妥当性を確保するための適切な役割を果たしております。
Ⅳ． 会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
（1）当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 31,500千円
（2）当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31,500千円
（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく

監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等
の額を含めております。

３．会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算

出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監
査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
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Ⅴ． 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他業務の適正を確保するための体制

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）「取締役会規程」に基づき、定例取締役会を毎月１度開催しております。また決算取締

役会を四半期毎に開催しております。
（2）取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督を行っております。
（3）「取締役会規程」において、①重要な財産の処分譲受、②部門長の任命並びに昇格・配

転に関する事項などの重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定
め、それらの付議事項について取締役会で決定しております。

（4）監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査な
どを通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行及び意思決定に係る記録や文書は、保存及び廃棄等の管理方法を文書

管理規程等社内規程に定め適切に管理し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し
を行っております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理は経営の最重要課題のひとつであり、その実践及び徹底が経営の基盤であると

の認識の下、リスク管理規程を制定し、リスクの発生を防止し、低減するための活動を総合
的に進めております。
新規事業や開発投資等の事業リスク及び経営上重要と考えられるリスクについては、取締

役会で審議を行い、対応方針を決定しております。
事業継続が脅かされる緊急事態、特に地震等の自然災害については、事業継続計画の一環

としての「災害対策マニュアル」に従って、その周知徹底を図っております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）激しく変化する経営環境に対応し、会社の抱える課題等に迅速かつ正確に対応するた

め、取締役の権限・責任を強化することにより、経営の効率化を図っております。
（2）取締役会は各取締役の業務担当を定め、各取締役は担当組織の部門長を管理・監督して

おります。
（3）日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行わ

れ、各部門長が意思決定ルールに則り業務を遂行しております。
（4）経営や業務運営に係る重要事項を審議することを目的に、原則月１回経営連絡会を開催

し、特に重要な事項は取締役会に上程しております。
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５．使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）「企業倫理に関する方針・行動規準」に従って、使用人に周知徹底を図るとともにコン

プライアンスについて会議や研修を通じて啓蒙活動を行っております。
（2）内部監査室は「内部監査規程」等に基づき監査を行い、コンプライアンス違反その他の

事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見されたときには、社長及び監査役に
通報しております。

（3）使用人がコンプライアンス違反等を発見した場合に通報又は相談ができる体制として内
部通報窓口を設置し、運用しております。

６．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

（1）監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を得るもの
とします。

（2）監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては、監査役の指示に従うもの
とします。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
及び報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

（1）取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、監査役の要請に応じて必要な報
告及び情報提供を行っております。

（2）前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとします。
① 内部統制システムの構築に関わる部門の活動状況
② 内部監査部門の活動状況
③ 重要な会計方針、会計基準及びその変更
④ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
⑤ 内部通報制度の運用及び通報の内容
⑥ 監査役から要求された契約書類、稟議書及び会議議事録の回付

（3）監査役に報告を行った取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利
な取扱を受けないことをコンプライアンス研修などを通じ、周知徹底しております。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当

該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を
処理するものとします。
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９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）取締役会は、定期的に監査役と情報交換を行っております。
（2）取締役及び使用人は、定期的な監査役のヒアリング、巡回ヒアリング等を通じ、職務執

行状況を監査役に報告しております。
（3）取締役会は、内部監査組織である内部監査室に、監査役との連携、適切な役割分担及び

情報交換等を行わせ、監査役の監査が実効的に行われるよう協力しております。

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、取引を含めた一切の関係を遮断しま

す。
（1）対応統括部門の設置

総務部を対応統括部門、総務部長を不当要求防止責任者として、不当要求に対しては経
営陣及び関係部門を含めた組織全体で対応しております。

（2）外部専門機関との連携
所轄警察署、神奈川県企業防衛対策協議会及び弁護士等の外部専門機関と連携を密に

し、情報収集及び対応への相談を行っております。
（3）社内研修活動の実施

「反社会的勢力対応マニュアル」による徹底を図るほか、通達による情報配信、会議、
研修等を通じて周知徹底しております。

11．業務の適正を確保するための体制の運用状況
（1）取締役の職務の執行

当期は定例取締役会を月１度、年12回開催したほか、四半期決算取締役会を３回、決
算取締役会を１回開催し、経営方針等の重要事項について審議・決定するとともに、取締
役の職務執行について報告を受けました。
取締役会には社外取締役を含む取締役及び監査役が出席し、活発な議論を展開しており

ます。
業務の執行に関しては代表取締役社長を中心に、業務執行取締役が職務権限規程に則り

効率的かつ迅速な意思決定を行っております。

（2）内部監査の実施
「内部監査規程」に基づき、内部監査室が「内部統制監査計画書」を作成し、計画書に
沿った当該部門の実地監査を行いました。監査結果については、代表取締役社長及び監査
役会へ報告を行うとともに、その概要を当該部署へフィードバックするとともに、問題点
については速やかな是正に努めました。
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（3）監査役の職務の執行
監査役会で協議決定した監査方針及び監査計画に基づき監査を実施しました。監査実施

に当たっては代表取締役との意見交換を適時実施したほか、社外取締役や内部監査室との
連携を密にし、監査の実効性の向上に努めました。監査役会は定例12回、臨時2回を開催
し、各監査役からの報告に基づく監査状況について協議し、改善点等の早期是正に取り組
みました。また、定例取締役会12回、四半期決算取締役会３回、決算取締役会１回の計
16回のすべての取締役会に出席し、監査役の立場からの意見を述べております。
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Ⅵ． 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につい

ては、特に定めておりません。

（ご参考）当社のコーポレート・ガバナンス体制（2023年３月時点）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告中の記載金額及び株式数等については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額

資産の部
流動資産 6,430,854

現金及び預金 1,098,143
受取手形 252,543
電子記録債権 1,251,089
売掛金 983,263
完成工事未収入金 415,913
契約資産 229,947
製品 798,688
仕掛品 5,637
未成工事支出金 140,625
原材料 1,131,514
未収入金 47,797
その他 86,686
貸倒引当金 △10,996

固定資産 3,852,073
有形固定資産 2,583,887

建物 853,350
構築物 22,078
機械及び装置 247,887
車両運搬具 3,193
工具、器具及び備品 14,795
土地 1,442,583

無形固定資産 170,210
ソフトウエア 151,486
その他 18,724

投資その他の資産 1,097,974
投資有価証券 853,200
破産更生債権等 102,079
会員権 96,568
その他 235,196
貸倒引当金 △189,068

資 産 合 計 10,282,927

科 目 金 額
負債の部
流動負債 3,952,507

支払手形 19,773
電子記録債務 2,086,204
買掛金 435,471
工事未払金 188,717
短期借入金 400,000
１年内返済予定の長期借入金 71,400
未払金 227,975
未払法人税等 240,088
契約負債 8,801
製品保証引当金 40,057
役員退職慰労引当金 50,000
設備関係支払手形 20,802
その他 163,215

固定負債 1,089,469
長期借入金 428,600
繰延税金負債 110,679
退職給付引当金 518,466
役員退職慰労引当金 20,378
その他 11,346
負 債 合 計 5,041,976

純資産の部
株主資本 4,757,038
資本金 100,000
資本剰余金 1,166,921
その他資本剰余金 1,166,921

利益剰余金 3,508,481
利益準備金 37,594
その他利益剰余金 3,470,887
繰越利益剰余金 3,470,887

自己株式 △18,363
評価・換算差額等 483,912
その他有価証券評価差額金 483,912
純 資 産 合 計 5,240,950
負債・純資産合計 10,282,927
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損 益 計 算 書

（自2022
至2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 13,662,637
売上原価 9,384,614
売上総利益 4,278,023
販売費及び一般管理費 3,422,468
営業利益 855,555
営業外収益

受取利息及び配当金 12,995
その他 48,161 61,157

営業外費用
支払利息 9,110
その他 26,569 35,680

経常利益 881,032
税引前当期純利益 881,032
法人税、住民税及び事業税 341,782
法人税等調整額 △71,199 270,582
当期純利益 610,449
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株主資本等変動計算書

（自2022
至2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2022年４月１日残高 1,266,921 － － 31,842 2,923,709 2,955,551
事業年度中の変動額
減資 △1,166,921 1,166,921 1,166,921 － －
剰余金の配当 － 5,751 △63,271 △57,519
当期純利益 － 610,449 610,449
自己株式の取得 － － －
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） － － －

事業年度中の変動額合計 △1,166,921 1,166,921 1,166,921 5,751 547,177 552,929
2023年３月31日残高 100,000 1,166,921 1,166,921 37,594 3,470,887 3,508,481

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

2022年４月１日残高 △18,072 4,204,399 473,583 473,583 4,677,983
事業年度中の変動額
減資 － － －
剰余金の配当 △57,519 － △57,519
当期純利益 610,449 － 610,449
自己株式の取得 △291 △291 － △291
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） － 10,328 10,328 10,328

事業年度中の変動額合計 △291 552,638 10,328 10,328 562,967
2023年３月31日残高 △18,363 4,757,038 483,912 483,912 5,240,950
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記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの …決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ……………移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、原材料 ………………総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収
益性の低下による簿価切下げ方法により算定）

未成工事支出金 ………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下による簿価切下げ方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） ……定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法

主な耐用年数
建 物 15年～38年
構 築 物 10年～30年
機 械 及 び 装 置 10年～17年
車 両 運 搬 具 ４年～6年
工具、器具及び備品 ２年～15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く） ……定額法
主な耐用年数
自社利用のソフトウェア ５年
（社内における利用可能期間）
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３．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）製品保証引当金……………製品販売後の無償補修費用の支出に充てるため、売上高に過去
の実績率を乗じた額を計上しております。

（3）退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基
準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理
しております。

（4）役員退職慰労引
当金

……………役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職
慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。なお、2022年4月に顧
問を退任した元役員に対する退職慰労金の支給見積額を流動負
債に計上しております。
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４．収益及び費用の計上基準
（1）金属屋根等製品販売

当社は材料を仕入れて自社又は外注加工業者で加工を行った製品、あるいは製品を仕入れ
て、当社代理店や建設会社等の顧客に販売を行います。
国内製品販売に係る収益については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時ま

での期間が通常の期間であるために代替的な取り扱いを適用し、出荷した時点で収益を認識
しております。
海外製品販売に係る収益については、顧客との契約に基づく引渡条件に応じて当該製品の

支配が顧客に引き渡された時点で収益を認識しております。
一部製品については、仕入先メーカーより顧客へ直送されますが、国内への直送に限定さ

れるため支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるために、顧客納品日の1
営業日前を出荷日とし、出荷した時点で収益を認識しております。この直送製品は当社の主
要販売品である屋根システムに組み込まれるなどの一定の基準を満たす場合には本人として
の取引として判断しております。
製品保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客に

提供するもので、追加の保証サービスは伴わないものであり、製品保証引当金として認識し
ております。製品販売における対価の受領期間は短期であり、当該顧客との契約に基づく債
権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
製品販売に伴う顧客から回収する運送費については、顧客と約束したサービスの移転と交

換に顧客から対価を受取る権利を得ることから収益として認識し、運送の目的物である製品
の収益と同じ時点である出荷時点で収益を認識しております。

（2）金属屋根工事契約
当社は、主に国内のゼネコンや建設業者、ハウスメーカーなど大型施設から個人住宅ま

で、当社製造製品を用いた屋根工事を請け負っております。
工事契約に係る収益については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履

行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度
の測定は、期末日時点での工事の現場進捗度及び顧客への請求度合いが、当初契約金額に対
して占める割合に基づいて行っております。
また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることがで

きないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識
しております。
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なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期
間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識
せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
当社の取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金

融要素は含まれておりません。

会計方針の変更に関する注記

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」と
いう。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出して
おります。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事
業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

繰延税金資産
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額） －千円
（繰延税金負債と相殺前） 138,608千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、企業会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との差額である一時差異等につ

いて税効果会計を適用し、繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。
繰延税金資産の回収可能性については、将来の合理的な見積り可能期間内の課税所得の

見積り額を限度とし、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき判断し
ております。
将来の課税所得の見積りは、過去の実績をもとに将来の市場の設備投資環境等を考慮し

て将来の利益を見込み、当該利益見込みに恒常的に発生する税務調整を反映し算出してお
ります。
市場の設備投資が予測と異なった場合には、繰延税金資産を取り崩し又は追加計上する

ことにより、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

①工場財団
建物 46,761千円
構築物 4,150
機械及び装置 11,497
車両運搬具 0
工具、器具及び備品 39
土地 160,447
計 222,895千円

②その他
建物 169,773千円
土地 492,131
計 661,905千円

（2）担保に係る債務
短期借入金 400,000千円
１年内返済予定の長期借入金 71,400
長期借入金 428,600
計 900,000千円

※なお、上記債務の他、割引手形債務が676,612千円存在しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 6,933,741千円

３．受取手形割引高 676,612千円

2023年06月13日 11時38分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 35 ―

株主資本等変動計算書に関する注記

１．当期末における発行済株式の種類及び株式数
普通株式 771,606株

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行ってお
りますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。

２．当期末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 4,726株

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行ってお
りますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。

３．配当に関する事項
（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の
総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会 普通株式 57,519 利益剰余金 75 2022年３月31日 2022年６月30日

（2）基準日が当事業年度に帰属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の
総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会 普通株式 153,376 利益剰余金 200 2023年３月31日 2023年６月30日

(注) 2023年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株
当たり配当額」については、当該株式分割前の金額を記載しております。
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社は、主に金属屋根製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要
な資金を銀行借入により調達しております。一時的な余資は短期的な預金等に限定した運
用をし、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用

リスクにさらされております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する会社の株式で
あり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び工事未払金は、すべて１年以内の

支払期日であります。借入金は、主に運転資金を目的としたものであり、償還日は決算日
後、最長で7年後であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、取引先を担当する各所属長が
主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管
理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。当期の貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒さ
れる金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

②市場リスクの管理
当社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

状況等を把握しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新する
とともに、金融機関とのコミットメントラインの設定や当座貸越を活用することで
流動性リスクを管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、「貸借対照表計上額」の重要性が乏しい科目については記載を省略し
ております。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券 853,200 853,200 －
資産計 853,200 853,200 －

1年内返済予定の長期借入金及び
長期借入金 500,000 499,204 △795

負債計 500,000 499,204 △795
(注)「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「完成工事未収入金」、「支払

手形」、「電子記録債務」、「買掛金」、「工事未払金」、「短期借入金」については、短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
す。

３．金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用

いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価
を分類しております。

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分 時価（千円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 853,200 － － 853,200

資産計 853,200 － － 853,200
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（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分 時価（千円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計

1年内返済予定の長期借入金
及び長期借入金 － 499,204 － 499,204

負債計 － 499,204 － 499,204
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
ため、その時価をレベル１に分類しております。

１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在
価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、山梨県その他の地域において、賃貸用の工場を有しております。また、将来の

使用が見込まれていない遊休不動産（休止中の夕張工場等）を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価
159,463 196,800

(注１) 貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額
であります。

(注２) 当事業年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく
金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
原材料評価損 67,126千円
製品評価損 11,052
製品保証引当金繰入限度超過額 13,619
貸倒引当金損金算入限度超過額 68,804
有償支給差益 29,059
会員権評価損 11,958
退職給付引当金 176,278
役員退職慰労引当金 23,928
減損損失 80,897
その他 26,684

繰延税金資産小計 509,410千円
評価性引当額 △370,801
繰延税金資産合計 138,608千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 249,288千円

繰延税金負債合計 249,288千円
繰延税金負債の純額 110,679千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳
法定実効税率 34.0％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3
住民税均等割等 2.7
税額控除 △4.0
受取配当金益金不算入額 △0.1
評価性引当額の増減額 △2.8
その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.7％
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退職給付会計に関する注記

１．採用している退職給付制度の概要
当社は、勤務期間が２年以上の従業員が退職する場合に、当社退職金規程に基づきポイン

ト制度により退職金を支払うこととなっております。

２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 506,250千円
勤務費用 49,502
利息費用 1,012
数理計算上の差異の発生額 △2,347
退職給付の支払額 △50,715

退職給付債務の期末残高 503,702千円

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務 503,702千円
未積立退職給付債務 503,702
未認識数理計算上の差異 14,763
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 518,466千円

退職給付引当金 518,466
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 518,466千円

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 49,502千円
利息費用 1,012
数理計算上の差異の費用処理額 △1,864
確定給付制度に係る退職給付費用 48,650千円

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.2％
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収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）

一時点で移転する製品及びサービス 金属屋根事業
横葺き屋根製品 1,107,142
縦葺き屋根製品 1,845,932
折板屋根製品 1,182,309
太陽電池関連製品 868,592
スチール防水屋根製品 148,294
シート防水製品 69,942
金属製樋製品 94,241
屋根工事 2,228,451
販売運賃収入 309,218
その他 2,291,068

小 計 10,145,193
一定の期間にわたり移転する工事契約
屋根工事 3,517,444

小 計 3,517,444
合 計 13,662,637

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記 4.収

益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３．契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当事業年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,127,379
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,902,810
契約資産（期首残高） 466,327
契約資産（期末残高） 229,947
契約負債（期首残高） 175,118
契約負債（期末残高） 8,801

契約資産は、工事契約のうち進捗度に基づき収益を認識した対価に対する当社の権利に関
するものであり、同一物件の前受金を控除した差額であります。契約負債は、工事契約に対
する前受金であり、工事契約のうち進捗度に基づき収益を認識した対価に対する当社の権利
に関する部分を控除した額であります。

４．残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初

に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。また、予想
契約期間が１年を超える重要な取引は無く、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含
まれていない重要な変動対価等の金額はありません。
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関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等 （単位：千円）

属性 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引

金額 科 目 期末
残高

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会

社等

舩木商事
有限会社
（注３）

（被所有）
直接
9.4％

事務所の
賃借

事務所の
賃借 17,328

流動資産
（その他） 1,444

投資その
他の資産
（その他）

6,950

役員の
近親者 舩木清子

(被所有)
直接
8.2％

当社役員
舩木元旦
の近親者

特別功労金
の支給
（注４）

50,000
役員退職
慰労引当
金

50,000

(注１) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注２) 舩木商事有限会社との価格その他の取引条件は、近隣の市場相場等を勘案し価格交渉の

うえ、決定しております。
(注３) 当社役員舩木元旦、舩木亮亮の近親者が議決権の100％を直接所有しております。
(注４) 特別功労金は、2022年４月に退職した当社元役員が受領するものであります。なお、支

給金額は、役員在職期間及び在職中の当社への多大な功績を社内規程に照らし取締役会
で決定し、2023年６月開催の定時株主総会において承認を受けることを前提としており
ます。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,366円82銭
１株当たり当期純利益 159円19銭
(注) 当社は、2023年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合をもって株式分割を行っ

ております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産
額、１株当たり当期純利益を算定しております。

2023年06月13日 11時38分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 44 ―

重要な後発事象に関する注記

当社は、2023年２月27日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一
部変更について決議し、2023年4月1日に株式分割を実施しております。

（１）株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整

えることで当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大及び株主数の増加を図ることを目的と
しております。

（２）株式分割の概要
①分割の方法

2023年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普
通株式を１株につき５株の割合をもって分割いたしました。

②株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 771,606株
今回の分割により増加する株式数 3,086,424株
株式分割後の発行済株式総数 3,858,030株
株式分割後の発行可能株式総数 14,580,000株

③株式分割の日程
基準日公告日 2023年３月15日
基準日 2023年３月31日
効力発生日 2023年４月１日

④１株当たり情報に及ぼす影響
今回の株式分割による影響については、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して１株当たり当期純利益を算定しており、「１株当たり情報に関する注記」に記載し
ております。
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（３）株式分割に伴う定款の一部変更について
①定款変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2023年４月１日をもって
当社定款第５条の発行可能株式総数を変更しております。

②定款変更の内容
変更前 変更後

(発行可能株式総数)
第５条 当会社の発行可能株式総数は、291
万６千株とする。

(発行可能株式総数)
第５条 当会社の発行可能株式総数は、
1,458万株とする。

(下線は変更箇所)

③定款変更の日程
定款変更取締役会決議日 2023年２月27日
定款変更効力発生日 2023年４月１日
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会計監査人監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年5月24日

元旦ビューティ工業株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
横 浜 事 務 所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神 代 勲
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 崎 光 隆

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、元旦ビューティ工業株式会社の2022年4月1
日から2023年3月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第53期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 (貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記) 及びその附属明細書について検
討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令又は定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為、若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月24日
元旦ビューティ工業株式会社 監査役会

常勤監査役 堀 内 明 ㊞
社外監査役 殿 木 輝 ㊞
社外監査役 岸 井 幸 生 ㊞

以 上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21
湘南台イーストプラザ

元旦ビューティ工業株式会社 本社 ６階 会議室

交通機関
小田急江ノ島線、横浜市営地下鉄、相鉄いずみ野線
湘南台駅東口より徒歩２分
（駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来
場はご遠慮願います。）
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